
第１回相模湖ウインターカップ 開催要項 
 

【大会名称】第１回相模湖ウインターカップ 

 冬のトレーニングの参考となる計測を、相模湖の水上２，０００ｍで行ってみませんか。相模湖漕

艇場のコースは、２０１９年度より、Ｃ級１０００ｍからＢ級２０００ｍとなり、艇の入れ替えも行

われました。この大会は、全国高等学校選抜ボート大会に出漕するクルーをはじめとした高校生のク

ルーの参加を想定していますが、高校生以外の方々の出漕もお待ちしています。 

 

【主  催】特定非営利活動法人神奈川県ボート協会 

 

【会  場】神奈川県立相模湖漕艇場 

 

【期  日】２０２３年２月１１日（土）１２日（日） 

      予備日 ２０２３年２月１８日（土）１９日（日） 

 

【計測種別及び種目、参加料】 

 

【使 用 艇】借艇・自艇のどちらも可能です。艇の違いは組み合わせには考慮しません。 

      借艇の場合は、相模湖漕艇場規定の借艇料が別途必要となります。 

      借艇の希望が多数の場合は、借艇数を制限し、調整する場合があります。 

 

【計測結果】表彰等の賞はありません。計測結果のみをお知らせします。 

 

【計測方法】２月１１日（土）午後 2,000m タイムトライアル×2セット 

      ２月１２日（日）午前 2,000m タイムトライアル×2セット 

 

      ※ セット数は参加クルー数によって変更があります。 

      ※ 参加の顧問の先生方のお手伝いをお願いします。 

        モーターボートの免許証を必ずご持参ください。 

      ※ ボートホルダーを務めていただく高校生をお願いする場合があります。 

        この場合の、参加料・保険料は徴収しません。 

種  別 種     目 距 離 参加料 備考 

一般男子 

大学男子 

高校男子 

舵手つきクオドルプル 2,000ｍ ＠1,000 円 一人あたりの料金です。 

交代要員がいる場合は、その分の一人

あたりの参加料も必要となります。 

ダブルスカル 2,000ｍ ＠1,000 円

シングルスカル 2,000ｍ ＠1,000 円

一般女子 

大学女子 

高校女子 

舵手つきクオドルプル 2,000ｍ ＠1,000 円

ダブルスカル 2,000ｍ ＠1,000 円

シングルスカル 2,000ｍ ＠1,000 円



【出漕資格】心身ともに健康で、自己の責任において、競漕距離を完漕できる方とします。 

 

【組み合わせ】２月３日（土）１７時以降に神奈川県ボート協会 Web ページで掲載します。 

 

【駐 車 場】大会期間中は有料の相模湖公園駐車場を利用できます。 

 

【申 込 み】 

 申込用紙は、神奈川県ボート協会 Web ページからダウンロードできます。出漕団体に交代要員がいる場合に

は必ず補漕としてください。補漕の人数制限はありません。 

 

問い合わせ 神奈川県ボート協会事務局 (Tel & Fax)０４２－６８４－９０７６ 

    Email  kanagawarowing@gmail.com 

電子メールのみの申し込みです 

 申込用紙に入力した電子データを、事務局に１月２７日（金）２３時までに送信してください。 

 送信タイトルに「相模湖ウインターカップ申し込み-団体名」を入力してください。 

Email  kanagawarowing@gmail.com 

 

【支 払 い】出漕申込みと同時に支払いをお願いします。 

出漕料は、郵便局（振込取扱票）にて下記宛に振り込んでください。その際に通信欄に出漕する種別・種目

を書くようにお願いします。 

口座名義：特定非営利活動法人神奈川県ボート協会 ００２４０－５－３０５１７ 

 出漕団体の事情での出漕取消しの場合は、返還できません。 

 

【宿   泊】参加者で手配してください。 

       関東近隣は、日帰りでも対応できるように組み合わせは配慮します。 

 

 

注  意  事  項 

1．健康管理は各団体の自主管理とする。 

2．競技中の疾病、傷害などの応急処置は行うが、以後については、出漕クルー側において処置すること。 

3．出漕団体の責任者は、出漕クルーのすべての行動に対して責任を負うこと。 

4. オール・クラッチアセンブリは持参すること。 

5．練習時には安全確保のために、すべての種別・種目のクルーは救命具を携行すること。 

6. レース中の救命具の携行義務はないが、各クルーは安全に対して 大限の注意を払うこと。 

7．借艇の場合、船体の破損や形状が変化するようなリギングは禁止する。 

8. 大会中および練習中における艇の破損については、参加者の責任とし、主催者はその責任を負わない。   

9. 使用者による借艇の破損の場合は、修理費の実費請求を行う。 

10．船台には、出漕クルー以外は絶対に乗らないこと。 

11．コックス計量は行わない。 


